
事 務 連 絡

令和５年12月22日

各都道府県薬務主管課 御中

厚生労働省医薬局血液対策課

令和６年度の献血の推進に関する計画（案）の送付について

血液事業の推進につきましては、日頃より格別の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和31年法律第160号。以下「血液

法」という。）第10条第５項の規定に基づく都道府県献血推進計画の策定については、令

和５年３月１日付事務連絡「都道府県献血推進計画について」（別添１）により、手続き

の見直しを行い、11月末頃から３月末に策定を行うことで差し支えない旨をお示ししたと

ころです。

血液法第10条第１項の規定に基づく「令和６年度の献血の推進に関する計画（案）」（別

添２）については、薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会より適当である旨の答

申（令和５年12月14日付）を受けておりますので、都道府県献血推進計画の策定に際し、

参考とされてください。

【照会先】

厚生労働省医薬局

血液対策課献血推進係 針谷

電話：03-5253-1111（内2908）

［ 参考資料２ ］

-58-



事 務 連 絡

令和５年３月１日

各都道府県薬務主管課 御中

厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課

都道府県献血推進計画について

血液事業の推進につきましては、日頃より格別の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

令和３年の地方分権改革に関する提案募集において都道府県献血推進計画（安全な血液

製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和31年法律第160号。以下「法」という。）第10

条第５項）に係る提案があり、別紙１のとおり閣議決定されたことを受け、令和４年度の

薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会献血推進調査会において、同計画の策定義

務の廃止や都道府県がその地域の実情に応じて同計画の期間を判断することを可能とする

こと等について検討を進めてきました。

その結果、同計画の策定については、引き続き義務付けを存置することとする一方、都

道府県の事務負担の軽減に資する観点から、下記のとおり見直しを行うこととしましたの

でお知らせいたします。

記

（１）都道府県献血推進計画の計画期間について

都道府県献血推進計画の記載事項については、別紙２の第２－１－（１）のとおり、「都

道府県献血推進計画において、おおむね、当該年度に献血により確保すべき血液の目標

量、献血に関する普及啓発その他の血液目標量を確保するために必要な措置に関する事

項、その他献血の推進に関する重要事項を定めるものとしていただきたい」としており、

同計画の計画期間については、法第 10 条第５項において、「毎年度」策定することとさ

れているところ、今後は以下のとおりといたします。
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・記載事項のうち、「当該年度に献血により確保すべき血液の目標量」については、引

き続き毎年度策定することとする。

・一方で、その他の記載事項である「献血に関する普及啓発その他の血液目標量を確

保するために必要な措置に関する事項」、「その他献血の推進に関する重要事項」に

ついては、変更の必要が生じたときのみ変更することで差し支えないこととする。

（２）その他の策定に伴う手続について

・都道府県献血推進計画の策定時期については、従来は国計画の告示後の２月末～３

月末の期間で策定していたところ、今後は、都道府県と採血事業者の協議によって

各都道府県別の血液目標量が実質的に確定し、血液事業部会の審議をもって厚生労

働大臣に答申される11月末～３月末を策定に充てる時期とすることで差し支えない

こととする。

・同計画の策定に伴う手続（協議会開催等）については、各都道府県の判断に基づい

て実施することで差し支えないこととする。

【照会先】

厚生労働省医薬・生活衛生局

血液対策課献血推進係 針谷

電話：03-5253-1111（内2908）
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令和３年の地方からの提案等に関する対応方針（抄） 

 

令和３年１２月２１日 

閣 議 決 定 

 

 

５ 義務付け・枠付けの見直し等 

 

【厚生労働省】 

（30）安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭 31 法 160） 

都道府県献血推進計画（10 条５項）については、薬事・食品衛生審議会に

おける今後の血液事業の在り方の検討の中で、計画の策定義務の廃止や都道府

県がその地域の実情に応じて計画の期間を判断することを可能とすること等

について検討し、令和４年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置

を講ずる。また、当面の措置として、政策的に関連の深い他の計画等と一体の

ものとして策定することが可能であること等を明確化し、都道府県に令和３年

度中に通知する。 

 

別紙１  

-61-



薬生発 0827 第２ 号 

令和２年８月 27 日 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

 

厚生労働省医薬・生活衛生局長 

                                   （ 公 印 省 略 ） 

 

 

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の一部改正について（抄） 

 

 

 第 200 回国会で成立した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等

に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 63 号。以下「改正法」と

いう。）により、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和 31 年法

律第 160 号。以下「法」という。）の一部が改正されました。 

 また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の

一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令（令和２年厚生

労働省令第 155 号）により、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行

規則（昭和 31 年厚生省令第 22 号。以下「規則」という。）等の一部が改正され、

改正法の一部の施行と併せて、令和２年９月１日から施行することとされたとこ

ろです。 

これらの改正の趣旨、内容等は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管内市

町村、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その実施に遺漏のないようお願

いいたします。 

 

記 

 

第１ 法第１章 総則関係 

 （略） 

 

第２ 第２章 基本方針等 

１ 法第 10 条並びに規則第３条及び第３条の２関係 

（１）献血推進計画の記載事項 

（略） 

（中略）都道府県献血推進計画において、おおむね、当該年度に献血によ

別紙２ 
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り確保すべき血液の目標量、献血に関する普及啓発その他の血液目標量を確

保するために必要な措置に関する事項、その他献血の推進に関する重要事項

を定めるものとしていただきたいこと。 

 

（以下、略） 
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（案） 

 

令和６年度の献血の推進に 

関する計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ６ 年  月  日  

厚 生 労 働 省 告 示 第 号  
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令和６年度の献血の推進に関する計画 

 

前文  

 

・  本 計 画 は 、 安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和

31 年法 律第 160 号） 第 10 条第１項 の規 定に基づ き 定 める 令和 ６年度の

献 血 の 推 進 に 関 す る 計 画 で あ り 、 血 液 製 剤 の 安 全 性 の 向 上 及 び 安 定 供

給の 確 保 を 図 る た め の 基 本的 な 方 針 （ 平 成 31 年 厚 生 労 働 省 告示 第 49

号） に基 づくもの であ る。  
 

第１  令 和６年度 に献 血に より 確保 すべ き血 液の目標 量  

 
・  令 和 ６ 年 度 に 必 要 と 見 込 ま れ る 輸 血 用 血 液 製 剤 の 量 は 、 赤 血 球 製 剤

52 万リッ ト ル、血 漿
しょう

製 剤 25 万 リットル 、血 小板 製 剤 17 万リ ットルで

あ り 、 そ れ ぞ れ 必 要 と 見 込 ま れ る 量 と 同 量 が 製 造 さ れ る 見 込 み で あ る 。  
・  さ ら に 、 確 保 さ れ る べ き 原 料 血 漿

しょう

の 量 の 目 標 を 勘 案 す る と 、 令 和 ６

年度 には 、全血採 血に よる 135 万リッ トル 及び成分 採血 による 87 万リ

ット ル（ 血 漿
しょう

成分 採 血 56 万リ ット ル 及 び血小板 成分 採血 31 万リット

ル） の計 222 万リ ット ルの 血液 を献 血に よ り確保す る 必 要が ある 。  

 
第 ２  献 血 に 関 す る 普 及 啓 発 そ の 他 の 第 １ の 目 標 量 を 確 保 す る た め に 必 要

な 措置に関 する 事項  

 
令 和 ４ 年 度 ま で の 献 血 の 実 施 状 況 と そ の 評 価 を 踏 ま え 、 令 和 ６ 年 度

の 献血 推進 計画 にお ける 具体的な 措 置 を以 下の ように 定 める 。  

 
１  献 血推 進の実 施 体制 と役 割  

・  国 は 、 都 道 府 県 、 市 町 村 （ 特 別 区 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） 、 採 血 事

業 者 等 の 関 係 者 の 協 力 を 得 て 、 献 血 に よ り 得 ら れ た 血 液 を 原 料 と し

た 輸 血 用 血 液 製 剤 及 び 血 漿
しょう

分 画 製 剤 （ 以 下 「 血 液 製 剤 」 と い う 。 ）

の 安 定 供 給 を 確 保 し 、 そ の 国 内 自 給 を 推 進 す る 。 そ の た め 、 広 く 国

民 に 対 し 、 治 療 に 必 要 な 血 液 製 剤 の 確 保 が 相 互 扶 助 と 博 愛 精 神 に よ

る 自 発 的 な 献 血 に よ っ て 支 え ら れ て い る こ と や 、 血 液 製 剤 の 適 正 使

用 が 求 め ら れ て い る こ と な ど を 含 め 、 献 血 や 血 液 製 剤 に つ い て 国 民

に 正 確 な 情 報 を 伝 え 、 そ の 理 解 と 献 血 へ の 協 力 を 求 め る た め 、 教 育

及び 啓発 を行う。  
・  都 道 府 県 及 び 市 町 村 は 、 国 、 採 血 事 業 者 等 の 関 係 者 の 協 力 を 得 て 、

地 域 の 実 情 に 応 じ た 取 組 を 通 じ て 、 住 民 の 献 血 へ の 関 心 を 高 め 、 献

血 へ の 参 加 を 促 進 す る 。 都 道 府 県 は 、 採 血 事 業 者 、 医 療 関 係 者 、 商
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工 会 議 所 、 教 育 機 関 、 報 道 機 関 、 ボ ラ ン テ ィ ア 組 織 等 か ら 幅 広 く 参

加 者 を 募 っ て 、 献 血 推 進 協 議 会 を 設 置 し 、 採 血 事 業 者 、 血 液 事 業 に

関 わ る 民 間 組 織 等 と 連 携 し て 、 都 道 府 県 献 血 推 進 計 画 を 策 定 す る 。

こ の ほ か 、 献 血 や 血 液 製 剤 に 関 す る 教 育 及 び 啓 発 を 検 討 す る と と も

に 、 民 間 の 献 血 推 進 組 織 の 育 成 等 を 行 う こ と が 望 ま し い 。 ま た 、 市

町 村 に お い て も 、 同 様 の 協 議 会 を 設 置 し 、 献 血 推 進 に 取 り 組 む こ と

が望 まし い。  
・  採 血 事 業 者 は 、 国 、 都 道 府 県 、 市 町 村 等 の 関 係 者 の 協 力 を 得 て 、

献 血 者 の 安 全 に 配 慮 す る と と も に 、 献 血 者 に 心 の 充 足 感 を も た ら し 、

継 続 し て 献 血 に 協 力 で き る 環 境 の 整 備 を 行 う こ と が 重 要 で あ る 。 こ

の た め 、 国 、 都 道 府 県 、 市 町 村 等 の 関 係 者 と 協 力 し て 効 果 的 な キ ャ

ン ペ ー ン を 実 施 す る こ と な ど に よ り 、 献 血 や 血 液 製 剤 に 関 す る 一 層

の 理 解 を 促 す と と も に 、 献 血 へ の 協 力 を 呼 び か け る こ と が 求 め ら れ

る。  

 
２  献 血推 進のた め の施 策  

(1) 普及 啓発 活動 の実施  

ア   国民 全 般を 対象 とし た普及啓 発  

(ｱ) 全国的 な キ ャンペ ーン 等の 実 施  

・  国 、 都 道 府 県 及 び 採 血 事 業 者 は 、 ７ 月 に 「 愛 の 血 液 助 け

合 い 運 動 」 を 、 翌 年 の １ 月 及 び ２ 月 に 「 は た ち の 献 血 」 キ

ャ ン ペ ー ン を 実 施 す る 。 ま た 、 「 愛 の 血 液 助 け 合 い 運 動 」

の 主 た る 行 事 と し て 、 岐 阜 県 に お い て 献 血 運 動 推 進 全 国 大

会 を 開 催 し 、 献 血 運 動 の 推 進 に 積 極 的 に 協 力 し て 模 範 と な

る実 績を 示し た団 体又 は個 人を表彰 する 。  
・  国 、 都 道 府 県 、 市 町 村 及 び 採 血 事 業 者 は 、 テ レ ビ 、 Ｓ Ｎ

Ｓ を 含 む イ ン タ ー ネ ッ ト 、 ポ ス タ ー 等 の 各 広 報 媒 体 を 効 果

的 に 活 用 し 、 献 血 や 血 液 製 剤 に 関 す る 理 解 と 協 力 を 呼 び か

け る 。 そ の 際 、 ポ ス タ ー 等 に お い て は イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の

情報 にア クセ スし やす い工 夫をする 。  
・  国 及 び 採 血 事 業 者 は 、 都 道 府 県 、 市 町 村 、 製 造 販 売 業 者

等 の 協 力 を 得 て 、 普 及 啓 発 資 材 等 を 活 用 し 、 近 年 需 要 が 増

大 し て い る 血 漿
しょう

分 画 製 剤 に つ い て 、 献 血 か ら 得 ら れ た 血 液

を 原 料 と す る こ と や 、 多 く の 疾 患 の 治 療 に 欠 か す こ と が で

き な い こ と な ど を 周 知 す る と と も に 、 安 定 供 給 が 確 保 さ れ

るよ う、 成分 採血 への 協力 を呼びか ける 。  
(ｲ)  企 業等 にお ける 献血への 取組 の推 進  

・  国 及 び 採 血 事 業 者 は、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 の 協 力 を 得 て 、

献 血 に 協 賛 す る 企 業 や 団 体 を 募 り 、 企 業 等 の 社 会 貢 献 活 動 の

一 つ と し て 、 集 団 献 血 を 含 め た 企 業 等 に お け る 献 血 の 推 進 を

-68-



3 
 

促す 。  
・  採 血 事 業 者 は 、 血 液セ ン タ ー 等 に お け る 献 血 推 進 活 動 の 展

開 に 際 し 、 地 域 の 実 情 に 即 し た 方 法 で 企 業 等 と の 連 携 強 化 を

図 り 、 企 業 等 に お け る 献 血 の 推 進 を 図 る た め の 呼 び か け を 行

う 。 特 に 若 年 層 の 労 働 者 の 献 血 促 進 に つ い て 企 業 等 に 協 力 を

求 め る 。 ま た 、 献 血 や 血 液 製 剤 に つ い て 企 業 等 に 分 か り や す

く説 明す るた め の「 献血 セミナー 」 を 実施 する 。  

・  企 業 等 は 、 従 業 員 等に 対 し 、 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 の 一 環 と し

て 献 血 に 協 力 す る よ う 呼 び か け る と と も に 、 献 血 の た め の 休

暇 取 得 を 容 易 に 行 え る よ う 配 慮 す る な ど 、 進 ん で 献 血 し や す

い環 境づ くり を 推進 する ことが望 ま し い。  

(ｳ)  複 数回 献血 の推 進  

・  国 及 び 採 血 事 業 者 は、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 の 協 力 を 得 て 、

複数 回献 血の 重 要性 や安 全性につ い て 広く 国民 に周 知す る。  
・  採 血 事 業 者 は 、 献 血者 か ら 継 続 的 な 献 血 へ の 協 力 を 得 ら れ

る よ う 、 献 血 者 へ の サ ー ビ ス の 向 上 を 図 る と と も に 、 平 素 か

ら 献 血 者 に 対 し 、 複 数 回 献 血 へ の 協 力 を 呼 び か け る 。 特 に 若

年 層 に 対 し て は 、 「 イ  若 年 層 を 対 象 と し た 普 及 啓 発 」 等 に

定め る取 組を 通 じて 、複 数回献血 の 推 進を 図る 。  
イ  若年 層を 対象 とし た普 及啓発  

(ｱ) 普及 啓発資材 の 作成  

・  国 は 、 若 年 層 向 け の普 及 啓 発資 材 と し て 、 大 学 、 短 期 大 学 、

専 門 学 校 等 の 入 学 生 を 対 象 と し た 啓 発 ポ ス タ ー 、 中 学 生 や 高

校 生 を 対 象 と し た 、 献 血 や 血 液 製 剤 に つ い て 解 説 し た 資 材 や

献 血 へ の 理 解 を 促 す ポ ス タ ー を 作 成 す る 。 な お 、 作 成 に あ た

っ て は 、 学 校 等 で の パ ソ コ ン 、 タ ブ レ ッ ド 等 に よ る 利 用 に も

留 意 す る 。 ま た 、 関 係 省 庁 間 で 連 携 し な が ら 、 都 道 府 県 、 市

町 村 及 び 採 血 事 業 者 の 協 力 を 得 て 、 こ れ ら の 資 材 等 の 活 用 を

通 じ 、 献 血 や 血 液 製 剤 に 関 す る 理 解 を 深 め る た め の 普 及 啓 発

を行 う。  
(ｲ)  効 果的 な広 報手 段等を活 用し た取 組  

・  国 、 都 道 府 県 及 び 採血 事 業 者 は 、 Ｓ Ｎ Ｓ を 含 む イ ン タ ー ネ

ッ ト 等 を 主 体 と し た 情 報 発 信 に よ り 、 目 に 触 れ る 機 会 を 増 や

す と と も に 、 実 際 に 献 血 し て も ら え る よ う 、 学 生 献 血 推 進 ボ

ラ ン テ ィ ア 等 の 同 世 代 か ら の 働 き か け や 、 献 血 に つ い て の 普

及 啓 発 資 材 に 国 が 作 成 し た 献 血 推 進 キ ャ ラ ク タ ー を 活 用 す る

など 、実 効性 の ある 取組 を行う。  
(ｳ)  献 血セ ミナ ー等 の実施  

・  採 血 事 業 者 は 、 「 献血 セ ミ ナ ー 」 を 開 催 す る と と も に 、 血

液 セ ン タ ー 等 で の 体 験 学 習 の 機 会 を 積 極 的 に 設 け 、 献 血 や 血
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液 製 剤 に つ い て 正 確 な 情 報 を 伝 え 、 協 力 の 確 保 を 図 る 。 そ の

推 進 に 当 た っ て は 、 国 と 連 携 す る と と も に 、 都 道 府 県 、 市 町

村 、 献 血 推 進 活 動 を 行 う ボ ラ ン テ ィ ア 組 織 等 の 協 力 を 得 る 。

ま た 、 「 献 血 セ ミ ナ ー 」 等 を き っ か け と し て 献 血 に 関 心 を 持

った 献血 未経 験 者等 に、 採血事業 者 が 提供 する 献血 Web 会員

サー ビス 「ラ ブ ラッ ド」 への登録 を 働 きか ける 。  
・  都 道 府 県 及 び 市 町 村は 、 採 血 事 業 者 が 実 施 す る 「 献 血 セ ミ

ナ ー 」 や 血 液 セ ン タ ー 等 で の 体 験 学 習 の 機 会 を 学 校 等 に お い

て 積 極 的 に 活 用 し て も ら え る よ う 情 報 提 供 を 行 う と と も に 、

献 血 推 進 活 動 を 行 う ボ ラ ン テ ィ ア 組 織 と の 有 機 的 な 連 携 を 確

保す る。  
(ｴ)  学 校等 にお ける 献血の普 及啓 発  

・  国 は 、 小 中 学 校 現 場で の 献 血 推 進 活 動 を 含 め 、 献 血 へ の 理

解を 深め ても ら うた めの 取組を行 う 。  
・  採 血 事 業 者 は 、 国 及び 都 道 府 県 の 協 力 を 得 て 、 学 生 献 血 推

進 ボ ラ ン テ ィ ア と の 更 な る 連 携 を 図 り 、 学 校 等 に お け る 献 血

の 推 進 を 促 す 。 ま た 、 将 来 医 療 従 事 者 に な ろ う と す る 者 に 、

多 く の 国 民 の 献 血 に よ っ て 医 療 が 支 え ら れ て い る 事 実 や 血 液

製 剤 の 適 正 使 用 の 重 要 性 へ の 理 解 を 深 め て も ら う た め の 取 組

を行 う。  
ウ  幼少 期の 子供 とそ の親 を対象 と し た普 及啓 発  

・  次 世 代 の 献 血 者 を 育 て て い く た め 、 親 か ら 子 へ 献 血 や 血 液 製

剤 に つ い て 伝 え る こ と が 重 要 で あ る 。 こ の た め 、 国 、 都 道 府 県 、

市 町 村 及 び 採 血 事 業 者 は 、 親 子 で 一 緒 に 献 血 に 触 れ 合 え る よ う 、

血 液セ ンタ ー等 を活 用し た啓発を 行 う 。  
(2) 採 血所 の環 境整 備等  

ア  献血 者が 安心 して 献血 できる 環 境 の整 備  

・  採 血 事 業 者 は 、 献 血 の 受 入 れ に 際 し て 献 血 申 込 者 に 不 快 の 念

を 与 え な い よ う 、 丁 寧 な 処 遇 を す る こ と に 特 に 留 意 す る 。 そ の

際 、 献 血 が で き な か っ た 者 に 対 し て は 、 そ の 理 由 に つ い て 分 か

り や す く 説 明 す る な ど 、 そ の 後 の 献 血 推 進 へ の 協 力 に 繋 が る よ

う 配慮 する 。  
・  採 血 事 業 者 は 、 献 血 者 の 要 望 を 把 握 し 、 採 血 後 の 休 憩 ス ペ ー

ス を 十 分 に 確 保 す る な ど 、 献 血 受 入 体 制 の 改 善 に 努 め る 。 ま た 、

献 血 者 の 個 人 情 報 を 保 護 す る と と も に 、 国 の 適 切 な 関 与 の 下 で

献 血 に よ る 健 康 被 害 に 対 す る 補 償 の た め の 措 置 を 実 施 す る な ど 、

献 血者 が安 心し て献 血で きる環境 整 備 を行 う。  
・  採 血 事 業 者 は 、 特 に 初 回 献 血 者 が 抱 い て い る 不 安 等 を 軽 減 す

る こ と は も と よ り 、 献 血 者 の 安 全 確 保 を 図 る こ と が 必 要 で あ る 。

こ の た め 、 採 血 の 手 順 や 採 血 後 に 十 分 な 休 憩 を と る 必 要 性 、 気
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分 が 悪 く な っ た 場 合 の 対 処 方 法 等 に つ い て 、 映 像 や リ ー フ レ ッ

ト 等を 活用 した 事前 説明 を採血の 度 ご とに 十分 に行う 。  
・  採 血 事 業 者 は 、 地 域 の 特 性 に 合 わ せ て 、 献 血 者 に 安 心 、 や す

ら ぎ を 与 え る 採 血 所 の 環 境 づ く り 等 を 行 い 、 よ り 一 層 の イ メ ー

ジ アッ プを 図る 。  

・  採 血 事 業 者 は 、 新 興 ・ 再 興 感 染 症 の ま ん 延 下 の 状 況 で あ っ て

も 、 献 血 者 が 安 心 し て 献 血 で き る よ う 感 染 症 対 策 を 十 分 に 行 う

と とも に、 献血 者へ 対策 について の 情 報発 信を 適切に 行 う。  
・  国 及 び 都 道 府 県 は 、 採 血 事 業 者 に よ る こ れ ら の 取 組 を 支 援 す

る 。  
イ  献血 者の 利便 性の 向上  

・  採 血 事 業 者 は 、 献 血 者 の 利 便 性 に 配 慮 し つ つ 、 安 全 で 安 心 か

つ 効 率 的 に 採 血 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ の た め 、 立 地 条 件 等 を 考

慮 し た 採 血 所 の 設 置 、 地 域 の 実 情 に 応 じ た 献 血 受 入 時 間 帯 の 設

定 及 び 移 動 採 血 車 に よ る 計 画 的 採 血 、 企 業 や 団 体 等 の 意 向 を 踏

ま え た 集 団 献 血 の 実 施 、 子 育 て 世 代 に 対 応 し た 託 児 ス ペ ー ス の

整 備、 I C T を活用し た W E B 予 約の 推進等に 積極 的に 取り 組む。  
 

第３  そ の他献血 の推 進に 関す る重 要事 項  

 

１  献 血の 推進に 際 し、 考慮 すべ き 事項  

(1)  血 液検査 によ る健康管 理サ ービ スの 充実  

・  採 血 事 業 者 は 、 献 血 制 度 の 健 全 な 発 展 を 図 る た め 、 採 血 に 際 し

て 献 血 者 の 健 康 管 理 に 資 す る 検 査 を 行 い 、 献 血 者 の 希 望 を 確 認 し

て そ の 結 果 を 通 知 す る 。 ま た 、 低 血 色 素 に よ り 献 血 が で き な か っ

た 者に 対し て、栄 養 士等 による 健康 相談 を実 施する。  

・  献 血 申 込 者 の 健 康 管 理 に 資 す る 検 査 の 充 実 は 献 血 の 推 進 に 有 効

で あ る こ と か ら 、 国 は 、 採 血 事 業 者 に よ る こ れ ら の 取 組 を 支 援 す

る 。  
(2)  血 液製剤 の安 全性を向 上さ せる ため の対策の 推 進  

・  国 は 、 採 血 事 業 者 と 連 携 し 、 献 血 者 の 本 人 確 認 及 び 問 診 の 徹 底 、

Ｈ Ｉ Ｖ 等 の 感 染 症 の 検 査 を 目 的 と し た 献 血 を 防 止 す る た め の 措 置

等 、 善 意 の 献 血 者 の 協 力 を 得 て 、 血 液 製 剤 の 安 全 性 を 向 上 さ せ る

た めの 対策 を推進 す る。  

(3) 採血 基準 の在 り方 の検討  

・  国 は 、 献 血 者 の 健 康 保 護 を 第 一 に 考 慮 し つ つ 、 献 血 の 推 進 及   

び 血液 の有 効利用 の 観点 から、 採血 基準 の見 直しを検 討す る。  

(4) ま れな 血液 型の 血液 の 確保  

・  採 血 事 業 者 は 、 ま れ な 血 液 型 を 持 つ 患 者 に 対 す る 血 液 製 剤 の 供

給 を 確 保 す る た め 、 ま れ な 血 液 型 を 持 つ 者 に 対 し 、 そ の 者 の 意 向
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を 踏ま え、 登録を 依 頼す る。  
・  国 は、まれ な 血 液型 の血 液の 供給 状況 につい て調 査する。  

(5)  献 血者の 意思 を尊重し た採 血の 実施  

・  採 血 事 業 者 は 、 初 回 献 血 者 や 献 血 に 不 安 が あ る 方 に 対 し て は 、

採 血区 分（ 200 ミ リリ ットル全 血採 血、 400 ミリ リッ トル 全血採血

又 は 成 分 採 血 ） や 採 血 基 準 を 満 た し て い れ ば 、 い ず れ の 採 血 も 安

全 で あ る こ と に つ い て 十 分 な 説 明 を 行 い 、 献 血 者 の 意 思 を 可 能 な

限 り 尊 重 し た 上 で 、 採 血 区 分 を 決 定 す る 。 （ な お 、 採 血 事 業 者 が

献 血 者 に 対 し 、 医 療 需 要 に 応 じ た 採 血 区 分 の 採 血 へ の 協 力 を 求 め

る こと は可 能であ る 。）  

 
２  輸 血用 血液製 剤 の在 庫水 準の 常 時把握 と 不足時の 的確 な対 応  

・  国 、 都 道 府 県 及 び 採 血 事 業 者 は 、 製 造 販 売 業 者 等 の 保 有 す る 輸 血

用 血 液 製 剤 （ 特 に 有 効 期 間 の 短 い 血 小 板 製 剤 と 赤 血 球 製 剤 ） の 在 庫

水 準 を 常 時 把 握 し 、 在 庫 が 不 足 す る 場 合 又 は 不 足 が 予 測 さ れ る 場 合

に は 、 そ の 供 給 に 支 障 を 来 す 危 険 性 を 勘 案 し 、 国 の 献 血 推 進 本 部 設

置要 綱（ 平成 17 年４月 １日 決定 ） 及 び採血事 業者 が策 定し た対応マ

ニュ アル に基づき 、早 急に所要 の対 策を 講ず る。  

 
３  災 害時 等にお け る献 血の 確保  

・  国 、 都 道 府 県 、 市 町 村 及 び 採 血 事 業 者 は 、 災 害 時 等 に お い て 医 療

需 要 に 応 じ た 必 要 な 血 液 量 を 確 保 で き る よ う 、 様 々 な 広 報 手 段 を 用

い て 、 献 血 へ の 協 力 を 呼 び か け る 。 そ の 際 、 採 血 事 業 者 は 、 被 害 状

況 等 の 情 報 収 集 を 行 っ た う え で 、 献 血 の 受 入 れ の 可 否 に つ い て 判 断

する など 、献血者 の安 全に十分 に配 慮す る。  
・  採 血 事 業 者 は 、 あ ら か じ め 災 害 時 等 に 備 え て 、 関 係 者 と の 通 信 手

段 の 確 保 、 広 域 的 な 需 給 調 整 の 対 応 を 含 む 事 業 継 続 計 画 を 定 め る 。

国 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 は 、 広 域 的 な 需 給 調 整 を 行 う 際 な ど 、 採 血

事業 者の 取組を支 援す る。  
・  採 血 事 業 は 、 医 療 体 制 の 維 持 に 不 可 欠 な も の で あ る こ と を 踏 ま え 、

採 血 事 業 者 は 、 新 興 ・ 再 興 感 染 症 の ま ん 延 下 の 状 況 で あ っ て も 、 医

療 需 要 に 応 じ た 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 を 図 る た め 、 安 心 ・ 安 全 な 献 血

環 境 の 保 持 と 献 血 者 へ の 感 染 防 止 を 図 る と と も に 、 様 々 な 広 報 手 段

を 用 い て 、 献 血 へ の 協 力 を 呼 び か け る 。 ま た 、 国 、 都 道 府 県 及 び 市

町村 は、 採血事業 者の 取組を支 援す る。  
 

４  献 血推 進施策 の 進捗 状況 等に 関 する確 認 と評価  

・  国 、 都 道 府 県 及 び 市 町 村 は 、 献 血 推 進 の た め の 施 策 の 短 期 的 及 び

長 期 的 な 効 果 並 び に 進 捗 状 況 並 び に 採 血 事 業 者 に よ る 献 血 の 受 入 れ

の 実 績 を 確 認 し 、 そ の 評 価 を 令 和 ７ 年 度 の 献 血 推 進 計 画 等 の 作 成 に
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当 た り 参 考 と す る 。 ま た 、 必 要 に 応 じ 、 献 血 推 進 の た め の 施 策 を 見

直す こと が必要で ある 。  
・  国 は 、 献 血 の 推 進 及 び 受 入 れ に 関 し 関 係 者 の 協 力 を 求 め る 必 要 性

に つ い て 、 献 血 推 進 活 動 を 行 う ボ ラ ン テ ィ ア 組 織 と 認 識 を 共 有 し 、

必要 な措 置を講ず る。  
・  採 血 事 業 者 は 、 国 の 協 力 を 得 て 、 献 血 者 や 献 血 未 経 験 者 へ の ア ン

ケ ー ト 等 を 継 続 的 に 実 施 し 、 そ れ ら の 意 見 等 を 踏 ま え 、 効 果 的 な 普

及 啓 発 や 献 血 者 の 利 便 性 の 向 上 に 資 す る 取 組 を 実 施 す る 。 併 せ て 、

献 血 の 受 入 れ に 関 す る 実 績 、 体 制 等 の 評 価 を 行 い 、 献 血 の 推 進 に 活

用す る。  
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令和６年度の献血の推進に関する計画（案） 新旧対照表 

（傍線部分は変更部分） 

令和６年度献血推進計画（案） 令和５年度献血推進計画 

 

 ・ 本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

（昭和 31 年法律第 160 号）第 10 条第１項の規定に基づき定め

る令和６年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安

全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針（平

成 31 年厚生労働省告示第 49号）に基づくものである。 

 

第１ 令和６年度に献血により確保すべき血液の目標量 

 

・ 令和６年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤血

球製剤 52 万リットル、血 漿
しょう

製剤 25 万リットル、血小板製剤

17 万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が製

造される見込みである。 

・ さらに、確保されるべき原料血 漿
しょう

の量の目標を勘案する

と、令和６年度には、全血採血による 135 万リットル及び成分

採血による 87 万リットル（血 漿
しょう

成分採血 56 万リットル及び

血小板成分採血 31 万リットル）の計 222 万リットルの血液を

献血により確保する必要がある。 

 

 

 

・ 本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

（昭和 31 年法律第 160 号）第 10 条第１項の規定に基づき定め

る令和５年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安

全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針（平

成 31年厚生労働省告示第 49号）に基づくものである。 
 

第１ 令和５年度に献血により確保すべき血液の目標量 

 
・ 令和５年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤血

球製剤 52 万リットル、血 漿
しょう

製剤 25 万リットル、血小板製剤

17 万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が製

造される見込みである。 

・ さらに、確保されるべき原料血 漿
しょう

の量の目標を勘案すると、

令和５年度には、全血採血による 135 万リットル及び成分採血

による 85 万リットル（血 漿
しょう

成分採血 54 万リットル及び血小板

成分採血 31 万リットル）の計 220 万リットルの血液を献血によ

り確保する必要がある。 
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令和６年度献血推進計画（案） 令和５年度献血推進計画 

第２ 献血に関する普及啓発その他の第１の目標量を確保するため

に必要な措置に関する事項 

 

令和４年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ、令和

６年度の献血推進計画における具体的な措置を以下のように定

める。 
 

２ 献血推進のための施策 

(1) 普及啓発活動の実施 

ア  国民全般を対象とした普及啓発 

(ｱ) 全国的なキャンペーン等の実施 

・ 国、都道府県及び採血事業者は、７月に「愛の血

液助け合い運動」を、翌年の１月及び２月に「はた

ちの献血」キャンペーンを実施する。また、「愛の

血液助け合い運動」の主たる行事として、岐阜県に

おいて献血運動推進全国大会を開催し、献血運動の

推進に積極的に協力して模範となる実績を示した団

体又は個人を表彰する。 
 

イ 若年層を対象とした普及啓発 

(ｱ) 普及啓発資材の作成 

・ 国は、若年層向けの普及啓発資材として、大学、

短期大学、専門学校等の入学生を対象とした啓発ポ

スター、中学生や高校生を対象とした、献血や血液

製剤について解説した資材や献血への理解を促すポ

スターを作成する。なお、作成にあたっては、学校

第２ 献血に関する普及啓発その他の第１の目標量を確保するため 

に必要な措置に関する事項 

 
令和３年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ、令和

５年度の献血推進計画における具体的な措置を以下のように定

める。 

  
２ 献血推進のための施策 

(1) 普及啓発活動の実施 

ア  国民全般を対象とした普及啓発 

(ｱ) 全国的なキャンペーン等の実施 

・ 国、都道府県及び採血事業者は、７月に「愛の血

液助け合い運動」を、翌年の１月及び２月に「はた

ちの献血」キャンペーンを実施する。また、「愛の

血液助け合い運動」の主たる行事として、千葉県に

おいて献血運動推進全国大会を開催し、献血運動の

推進に積極的に協力して模範となる実績を示した団

体又は個人を表彰する。 
 

イ 若年層を対象とした普及啓発 

(ｱ) 普及啓発資材の作成 

・ 国は、若年層向けの普及啓発資材として、大学、

短期大学、専門学校等の入学生を対象とした啓発ポ

スター、高校生を対象とした献血や血液製剤につい

て解説した教材及び中学生を対象とした献血への理

解を促すポスターを作成する。なお、作成にあたっ
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令和６年度献血推進計画（案） 令和５年度献血推進計画 

等でのパソコン、タブレッド等による利用にも留意

する。また、関係省庁間で連携しながら、都道府

県、市町村及び採血事業者の協力を得て、これらの

資材等の活用を通じ、献血や血液製剤に関する理解

を深めるための普及啓発を行う。 

(ｴ)  学校等における献血の普及啓発 

・ 国は、小中学校現場での献血推進活動を含め、献

血への理解を深めてもらうための取組を行う。 
（略） 

 

 

 

 

 

 
第３ その他献血の推進に関する重要事項 

 
  ４ 献血推進施策の進捗状況等に関する確認と評価 

・ 国、都道府県及び市町村は、献血推進のための施策の短期

的及び長期的な効果並びに進捗状況並びに採血事業者による

献血の受入れの実績を確認し、その評価を令和７年度の献血

推進計画等の作成に当たり参考とする。また、必要に応じ、

献血推進のための施策を見直すことが必要である。 

 

ては、学校等でのパソコン、タブレッド等による利

用にも留意する。また、関係省庁間で連携しなが

ら、都道府県、市町村及び採血事業者の協力を得

て、これらの教材等の活用を通じ、献血や血液製剤

に関する理解を深めるための普及啓発を行う。 

(ｴ)  学校等における献血の普及啓発 

（新設） 

 

・ 採血事業者は、国及び都道府県の協力を得て、学

生献血推進ボランティアとの更なる連携を図り、学校

等における献血の推進を促す。また、将来医療従事者

になろうとする者に、多くの国民の献血によって医療

が支えられている事実や血液製剤の適正使用の重要性

への理解を深めてもらうための取組を行う。 
 

第３ その他献血の推進に関する重要事項 

 

４ 献血推進施策の進捗状況等に関する確認と評価 

・ 国、都道府県及び市町村は、献血推進のための施策の短期

的及び長期的な効果並びに進捗状況並びに採血事業者による

献血の受入れの実績を確認し、その評価を令和６年度の献血

推進計画等の作成に当たり参考とする。また、必要に応じ、

献血推進のための施策を見直すことが必要である。 
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